
保護者の皆様

新しい生活の約束
令和3年度

坂戸市立坂戸小学校

「3つの密」(密 閉・密集・密接)を避け、新型コロナウィルスの感染を防ぎ、子どもたちが安全に楽しく生活できるよう
に、新しい生活の約束を決めました。この「約束」に従って指導をしていきます。ご理解ご協力をお願いします。

<保護者の皆様へのお願い>
○登校前に「朝の健康観察表」を活用した朝の検温、健康観察、同居家族を含めた体調管理をお願いします。
○登校時にはマスクの着用、ハンカチの持参をお願いします (予備のマスク、ハンカチの持参にもご協力を

お願いします)。 保護者の方が来校される場合にもマスクの着用をお願いします。
○登校後に体調不良となった場合には、迎えに来ていただきますようお願いします。
○本人または同居家族の方の感染が疑われる等の場合は、学校へ連絡をお願いします。
○体調不良 (発熱、咳等のかぜの症状、俗怠感がある等)の場合、登校させないようお願いします。
○外出する際には日ごろからマスクを着用し、近距離での会話等を避けるようお願いします。
○規則正しい生活リズムで過ごし、体調を整え、健康管理に努めるようお願いします。

(早寝・早起き・朝ごはん)
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家を出る前に体温を計り、健康状態を記録します。
健康観察表をランドセルに挟んで登校します。
体調がよくないときには無理をして登校しません。その旨を学校に連絡します。
.(体調不良で休む場合は、欠席扱いにはなりません。)
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登校班で歩くときには、前の人と近づきすぎないよう一列で歩きます。
学校に着き、健康観察表を忘れたことに気づいた時や健康観察記録を書いてない時には、教
室に行かず、保健室か職員室に行き、先生に体温を測ってもらいます。
熱がある時や体調の悪い時は、家の人に迎えに来てもらいます。その時は、保健室もしくは
別の部屋で待っています。
登校 したら、石鹸で手を洗います。
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教室の窓 1カ所と、廊下側の ドアをいつも開けておき、空気を入れ替えます。
(廊下の窓もいつも開けておきます。 )

教室以外の場所から戻った時には、石鹸で手を洗います。
みんなが使 うものを触った後には、石鹸で手を洗います。
咳エチケットを守 ります。
咳やくしゃみが手についた時、鼻をかんだ後には、石鹸で手を洗います。
日・鼻・ 口を触らないようにします。
先生や友達との間隔を保つようにします。

マスクを けて 活 しま
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休み時間ごとに教室のすべての窓を開けます。
トイレに行った後には、石鹸で手を洗います。
外遊びから戻つた時には、石鹸で手を洗います。
みんなが使 うものを触った後には、石鹸で手を洗います。
適切に水分を補給 します。水筒 (お茶か水)をなるべく持ってきます。
先生や友達との間隔を保つようにします。

マスクを けて しま
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席について、マスクをして静かに配膳の準備を待ちます。
自分の給食を自分で取 りにいきます。
机の上に、給食用ランチマットをしきます。
給食当番はご健康観察をし、清潔な給食着、帽子、マスクをつけます。
給食は、みんなが同じ方を向いて話さずに食べます。
下膳は自分の使った食器を自分で片づけます。

の には、 ラ百 い まで 丁 に手を

給食の後にも、石鹸で手を洗います。
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マスクをして掃除をします。
掃除が終わったら、石鹸で丁寧に手を洗います。
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マスクをして下校します。
家に帰ったら、石鹸で手を洗います。

ランドセルの中には清潔なハンカチ、マスクを常備しておきます。

健康観察表はご家庭で保管をお願いします。
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令和 3年 6月 16日
保護者 様

坂戸市立坂戸小学校

校長 鈴木 博貴

新型コロナウイルス感染症対策下における

熱中症の防止について(お知らせ)

初夏の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃より

本校の教育活動及び新型コロナウイルス感染症拡大防止対策にご理解とご協力いただき、深

く感謝申し上げます。

6月 になり、今後、夏のような暑さが予想されます。本校では、文部科学省「学校における

新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえ、新型コロナウイルス感

染症拡大防止対策下における熱中症予防対策を下記のとおり実施いたします。保護者の皆様

のご理解ご協力をお願いいたします。

記

1 期日
・令和 3年 6月 22日 (月 )か ら運動会終了後まで

2 内容

(1)マスク脱着の調整 (マ スクを外す場合は人と十分な距離をとり、会話はしない。)

(2)日 よけ傘の使用可

(3)水筒による水分補給 (水筒の中身を飲むときは、安全確保のため立ち止まり、安全

な場所で飲む。)

(4)冷感タオルの使用可(必ず記名をする。)

※ 授業や休み時間等では着用しない。

※ 手持ち扇風機、首掛けファンのような電子機器、うちわ等、手がふさがってし

まうものは不可。

(5)リ ュックサックの使用可(ラ ンドセル代用として)

※ 携行品が収まるような大きさとします。

※ 腰の位置より極端に低い位置で背負わないようにする。

× 記名をする。

※ 防犯ブザー及び「朝の健康観察表」を付ける。

3 その他

(1)上記の内容については各学級でも指導いたしました。安全面、持ち物の管理等を含

め、ご家庭でもお子さんへご指導ください。

(2)今後の感染状況、気候の状況等により変更することもあります。

(3)引 き続き、毎朝の検温、健康観察をはじめ、お子さんの健康管理をお願いいたしま

す。


